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○
総
務
省
令
第
十
号

地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
地
方
法
人
特
別
税
の
収
入
見
込
額
」
を
「
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
の
当
初
予
算
に
計
上

さ
れ
た
地
方
法
人
特
別
税
の
額
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


